
【基調講演】 

「学生の多様化における学校（教員）の向き合い方」 

 

講師   竹之内 章代（たけのうち あきよ）氏 

 

プロフィール 

 

社会福祉士 

日本社会事業大学・大学院修士課程を修了 

現在、東北福祉大学総合福祉学部社会福祉学科教授 

 

研究活動 

発達に遅れのある子どもや障がいがある子どもたちへの支援と家庭を支えるための

療育システム構築について研究しています。また、それらを支える人材育成として、

福祉専門職向けの研修の実施と評価を研究しています。 

 

社会的活動 

一般社団法人茨城県社会福祉士会会長、社会福祉法人茨城県社会福祉協議会会長、特

定非営利活動法人スペース空理事長、宮城県契約締結審査会委員長（日常生活自立支

援事業）、茨城県自立支援協議会会長、茨城県社会福祉審議会委員長、発達障害学会

常任編集委員 

 

実践活動 

茨城を拠点に、相談支援事業と生活介護の他、発達に遅れのある子や気になる子ども

などの発達相談や療育支援などを行い、保護者からの子育て相談を行っている。 

また、知的障がいの方の 6 名の後見人等の活動を行っている。 

 



学生の多様化における
学校（教員）の向き合い方

一般社団法人茨城県社会福祉士会会長

社会福祉法人茨城県社会福祉協議会会長

東北福祉大学総合福祉学部社会福祉学科

竹之内章代



本日の内容

1．学生達のおかれている状況～現状の
理解

2．多様な学生の姿とは～特性の理解

3．学びの場での困難とは

4．学びの場や教員に求められること



学生達のおかれている状況

日本の現状を理解する



日本の現状1

令和6年度版 厚生労働白書より引用



令和6年度版 厚生労働白書より引用



令和6年版男女共同参画白書より



女性の就業率の推移

令和6年版男女共同参画白書より



ひとり親家庭の現状

令和6年版男女共同参画白書より



文部科学省
令和4年度児童生徒の問
題行動・不登校等生徒指
導上の諸課題に関する調
査結果の概要



文部科学省
令和4年度児童生徒
の問題行動・不登
校等生徒指導上の
諸課題に関する調
査結果の概要



文部科学省
令和4年度
児童生徒の
問題行動・
不登校等生
徒指導上の
諸課題に関
する調査結
果の概要



文部科学省 令和4年度特別支援教育に関する調査結果より



多様な学生の姿とは

学生のもつ特性を理解する



いわゆる「発達障害」がある場合

注意欠陥多動性障害：

不注意、多動性、衝動

性のいずれか、または

これらの組み合わせが

特徴

01
学習障害：知的な能力

に課題はないが、特定

の学習領域において著

しい困難を示す状態

02
自閉スペクトラム症：

コミュニケーションの

困難さ、特定の行動へ

のこだわり、感覚の過

敏さなどを示す

03



知的な課題やメンタルに課題がある場合

知的障害：知的機能の全般的

なおくれ。知的な課題は最重

度から軽度まであり、状態や

生活上の困難はそれぞれ違う

01
精神障害などメンタルヘルス

に課題を抱える場合

うつ、統合失調症、双極性障

害、不安障害など

02



社会的な困難を抱えている場合

家族間での人間

関係に起因する

課題

01
経済的な課題

02
その他

03



学びの場での困難とは

事例より考える



事例から考える1

• 障がいなどの課題がある場合

①本人も家族も医学的診断等を受けて、障がいがあることを知っている場合

②本人には知らせず家族のみが診断結果を知っている場合

③本人は診断を受けているが家族には知らせていない場合

④本人は気づいていないが、家族は子どもの行動に不安を感じている場合

⑤本人は悩んでいるが、家族が本人の言動に不安を感じていない場合

⑥本人も家族も、本人の言動に不安を感じていない場合

など



事例から考える2

•社会的な困難を抱えている場合

①本人も家族も支援を望んでいる場合

②本人は望んでいるが、家族が支援を望んでいない場合

③本人は望んでいいが、家族は支援を望んでいる場合

④本人も家族も支援を望んでいない場合

⑤本人や家族への支援が見つからない場合

など



事例から考える3：
本人の違和感から診断へ繋がった事例

事例の概要 Aさん 22歳 男性 福祉関連の資格を目指して就学

• ソーシャルワーク関連の演習の担当として関わりを持った



事例から考える4：
家族は本人の状態を知っていたが本人が知らなかった事例

事例の概要 Bさん 22歳 男性 福祉関連の資格を目指して就学

• 専門演習の担当としてかかわり、ソーシャルワーク関連の演習でも担当した



事例から考える5：
本人も家族も自分の状態を不安に思っていたが援助希求がなかった事例

事例の概要 Cさん 22歳 男性 福祉関連の資格を目指して就学

• ソーシャルワーク関連の演習の担当として関わりを持った



学びの場や教員に求められることとは

専門職を養成すること



多様性と包摂

•ソーシャルワークのグローバル定義には、「多様性の尊
重」

•そして、多様な背景をもつ人々にたいする「社会的包摂」
がいわれている

•包摂社会をめざすことは地域共生社会の実現にむけて必要
なこととされている



学びの場の保障と合理的配慮

• だれもが学びを保障されるためには、学びのための配慮が必要であり

• 今年度の改正された障害者差別解消法においては「合理的配慮の不提供」
も差別であるとして、民間事業者に対しても不提供の禁止が掲げられた。

それは

障がい学生の平等な修学の機会を保障するため、学校等が行う必要かつ適当
な変更・調整のこと

学校等において教育を受けるときに個別に必要とされるもの



専門職教育と合理的配慮

•では、専門職教育においてどこまでを「合理的配
慮」とするのか

以下は含まれない事項と考えられる

•教育の目的・内容に関わる本質的な変更を伴うこと

•国家試験受験資格の付与や卒業要件を変更・緩和すること

•成績評価に関する基準を変更・緩和すること



専門職を育てる私たちの仕事

学生を育て、社会に輩出していくこと

その先には、「利用者の生活」がある

• その生活を支える専門職教育として

⇒専門職教育として「質の担保」を図ること

⇒本人の将来を育むとき「できないこと」をはっきり伝えることも重要

⇒介護の仕事は、「だれでもできる」仕事ではなく、

「専門性をもった人」がするプロ仕事であるという誇りをもって卒業させる



専門職の活躍と利用者の幸せを願って


